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�愛媛県告示第３１１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

平成２２年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第３１２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５１条第１項の規定により、

次のとおり指定医療機関の辞退があった。

平成２２年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３１３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

平成２２年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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発 行 愛 媛 県

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

指 定

年 月 日

鴨 頭 医 院 鴨 頭 京 子 今治市大西町新町甲５３５ 平成２２年
１月３０日

よしもとレディ
ースクリニック

医療法人
よしもとレディ
ースクリニック

大洲市東若宮１４番地１４ 平成２２年
２月１日

きはら整形外科 木 原 洋 介 伊予市米湊８１５－１ 平成２２年
３月１日

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

辞 退

年 月 日

村上歯科医院 村 上 広 樹 今治市常盤町４－３－１７ 平成２２年
２月２５日

選挙管理委員会告示

○ 直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数……………………２３１

この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

告 示

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

合同会社ＡＴＵＫＩ 四国中央市土居町土居３４７番
地５ 訪問看護２４ 四国中央市土居町土居３４７番

地５ 平成２２年１月１８日

医療法人明生会 四国中央市金生町下分１２４９番
地の１ 認知症対応型通所介護いぶき 四国中央市下柏町６２番１ 平成２２年１月２９日

合同会社ひだまり 伊予郡砥部町高尾田１５４番地 ひだまり介護ステーション 伊予郡砥部町高尾田１５４番地 平成２２年２月１日

毎週（火・金）曜日発行 第２１５０号 平成２２年３月１９日

平成２２年３月１９日金曜日 第２１５０号

愛 媛 県 報

２２２
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�愛媛県告示第３１４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護支援事業者）を次のように指定した。

平成２２年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３１５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

平成２２年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３１６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業を行う事業所

の所在地が次のように変更された。

平成２２年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３１７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）の介護予防事業を行う事業所

山 本 正 治 西条市円海寺４－７ やまもと眼科クリニック 西条市丹原町池田１０９－４ 平成２２年２月１日

河 野 裕 輔 宇和島市新町１－５－２４ 河野歯科医院 宇和島市新町１－５－２４ 平成２２年２月８日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社アクティブ 新居浜市萩生２３４８番地の４４ 居宅介護支援事業所きらめき 新居浜市萩生２３４８番地の４４ 平成２２年２月１５日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

合同会社ＡＴＵＫＩ 四国中央市土居町土居３４７番
地５ 訪問看護２４ 四国中央市土居町土居３４７番

地５ 平成２２年１月１８日

医療法人明生会 四国中央市金生町下分１２４９番
地の１ 認知症対応型通所介護いぶき 四国中央市下柏町６２番１ 平成２２年１月２９日

合同会社ひだまり 伊予郡砥部町高尾田１５４番地 ひだまり介護ステーション 伊予郡砥部町高尾田１５４番地 平成２２年２月１日

山 本 正 治 西条市円海寺４－７ やまもと眼科クリニック 西条市丹原町池田１０９－４ 平成２２年２月１日

河 野 裕 輔 宇和島市新町１－５－２４ 河野歯科医院 宇和島市新町１－５－２４ 平成２２年２月８日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社ケアステーション悠
友

宇和島市明倫町二丁目２番６
号 ケアステーション悠友

（変更後）
宇和島市明倫町二丁目２番６
号

平成１９年８月２０日
（変更前）
宇和島市丸の内四丁目３番１３
号

愛 媛 県 報平成２２年３月１９日 第２１５０号

２２３
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�愛媛県告示第３２１号
家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第５条第１項の規定

に基づき、ブルセラ病及び結核病、ヨーネ病、伝達性海綿状脳症、

馬伝染性貧血、家きんサルモネラ感染症等の検査を次のとおり実施

する。

平成２２年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 実施の目的

ブルセラ病及び結核病、ヨーネ病、伝達性海綿状脳症、馬伝染

性貧血、家きんサルモネラ感染症等の発生の状況及び動向を把握

し、その発生を予防するため

２ 実施の対象となる家畜又はその死体の種類及び範囲並び実施す

る区域

の所在地が次のように変更された。

平成２２年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３１８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護事業を次のよ

うに廃止した旨の届出があった。

平成２２年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３１９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）から、居宅介護支援事業

を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２２年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３２０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）から、介護予防事業を次のよ

うに廃止した旨の届出があった。

平成２２年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社ケアステーション悠
友

宇和島市明倫町二丁目２番６
号 ケアステーション悠友

（変更後）
宇和島市明倫町二丁目２番６
号

平成１９年８月２０日
（変更前）
宇和島市丸の内四丁目３番１３
号

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社さくら調剤 松山市道後北代１２－１７ さくら調剤薬局 八幡浜市矢野町１１５０番地２５ 平成２１年１０月２６日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃止に係る居宅介護支援事業を行う事業所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人青峰会 八幡浜市五反田１番耕地１０４６
番地１ 真網代居宅介護支援事業所 八幡浜市真網代２２９－５ 平成２１年９月３０日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社さくら調剤 松山市道後北代１２－１７ さくら調剤薬局 八幡浜市矢野町１１５０番地２５ 平成２１年１０月２６日

愛 媛 県 報平成２２年３月１９日 第２１５０号

２２４



� 牛のブルセラ病

実施の対象となる牛の範囲 実施する区域

１ 種付けの用に供し、又は供する目的で

飼育している雄牛及びこれと同一施設内

で飼育しているその他の牛

２ その他知事の指定する牛

県下一円

� 牛の結核病

実施の対象となる牛の範囲 実施する区域

１ 搾乳の用に供し、又は供する目的で飼

育している雌牛及びこれと同一施設内で

飼育しているその他の牛

大洲市、喜多郡、西予市

宇和町

２ 種付けの用に供し、又は供する目的で

飼育している雄牛及びこれと同一施設内

で飼育しているその他の牛

３ その他知事の指定する牛

県下一円

� 牛のヨーネ病

実施の対象となる牛の範囲 実施する区域

１ 搾乳の用に供し、又は供する目的で飼

育している雌牛及びこれと同一施設内で

飼育しているその他の牛

西条市、今治市（旧越智

郡を除く）、松山市（旧

北条市を除く）

２ 種付けの用に供し、又は供する目的で

飼育している雄牛及びこれと同一施設内

で飼育しているその他の牛

３ その他知事の指定する牛

県下一円

� 牛の伝達性海綿状脳症

実施の対象となる牛の死体の範囲 実施する区域

月齢又は推定月齢が満２４ヶ月齢以上で死

亡した牛の死体のうち、牛海綿状脳症対策

特別措置法第６条第１項に基づく届出の対

象となるもの。ただし、同法同条第２項た

だし書きに該当するものを除く。

県下一円

� 馬伝染性貧血

実施の対象となる馬の範囲 実施する区域

１ 種付けの用に供し、又は供する目的で

飼育している雄馬

２ 競馬法（昭和２３年法律第１５８号）によ

る競馬に出場する馬

３ その他知事の指定する馬

県下一円

� 家きんサルモネラ感染症（ひな白痢）

実施の対象となる鶏の範囲 実施する区域

人工ふ化の用に供し、又は供する目的で

飼育している鶏
県下一円

� 知事の指定するその他の疾病

実施の対象となる家畜又は
その死体の範囲 実施する区域

知事の指定する家畜 県下一円

３ 実施の期日

平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの間において、所

轄の家畜保健衛生所長が指定する日

４ 検査の方法

� ブルセラ病、結核病、ヨーネ病、伝達性海綿状脳症、馬伝染

性貧血

家畜伝染病予防法施行規則（昭和２６年農林水産省令第３５号）

に定める方法で行う。

� 家きんサルモネラ感染症（ひな白痢）

急速凝集反応法

� 知事の指定するその他の疾病

知事の指定する方法

�������
�愛媛県告示第３２２号
家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第６条第１項の規定

に基づき、流行性脳炎の発生予防のための注射を次のとおり実施す

る。

平成２２年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 実施の対象となる豚の範囲及び実施する区域

実施の対象となる豚の範囲 実施する区域

１ 繁殖の用に供し、又は供する目的で飼

育している雌豚

２ 種付けの用に供し、又は供する目的で

飼育している雄豚

県下一円

２ 実施の期日

平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの間において、所

轄の家畜保健衛生所長が指定する日

３ 注射の方法

ワクチン接種法

�������
�愛媛県告示第３２３号
港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第３４条において準用する同法第

１２条第５項の規定に基づき、北条港港湾施設の概要を次のとおり公

示する。

平成２２年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛 媛 県 報平成２２年３月１９日 第２１５０号

２２５
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�愛媛県告示第３２４号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、新居浜市長から次のとおり公共測量を

実施する旨の通知があった。

平成２２年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 公共測量（３級基準点測量、４級基準点測量、街区・

画地出来形確認測量）

２ 作業期間 平成２２年３月１９日から

平成２２年７月３１日まで

３ 作業地域 新居浜市庄内町四丁目、庄内町五丁目、庄内町六丁

目、坂井町一丁目、坂井町二丁目

�������
�愛媛県告示第３２５号
建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第９条第１項の規定により、

次のとおり建築士の免許を取り消した。

平成２２年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第３２６号
宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）の規定による行政処

分について、同法第６９条第１項及び同条第２項において準用する同

法第１６条の１５第５項の規定により、公開の聴聞を次のとおり行う。

平成２２年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 日時 平成２２年３月３０日（火） 午前１１時００分

２ 場所 松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県庁第二別館５階第７会議室

３ 被聴聞者

� 氏名

溝田 均

� 登録番号

愛媛県知事第３３５７号

� 登録年月日

昭和６０年１月２２日

�������
�愛媛県告示第３２７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

今治市頓田川土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２２年３月１９日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

就 任

退 任

種 類 位 置 数 量 及 び 能 力

物 揚 場
松山市北条辻１６０３番１９及

び同１６０３番２０

延長 １４９．６０メートル

水深 ２．５０メートル

免許の
取 消
年月日

免許の取消しを受けた建築士 免 許 の
取消しの
理 由氏 名 二級建築士又は

木造建築士の別 登録番号

平成２２年
２月２３日 � 岡 亨 二級建築士 愛媛県知事登録

第６７０３号 死亡による

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 清 水 俊 光 今治市古谷甲７６１番地

〃 清 水 亘 今治市山口甲１９２番地

〃 岡 貞 義 今治市朝倉北甲２１４番地

〃 金 光 國 明 今治市朝倉北甲４５８番地

〃 青 野 岩 夫 今治市旦甲１２９番地

〃 越 智 國 忠 今治市朝倉上甲２８１０番地

〃 石 丸 俊 郎 今治市朝倉上甲１１５７番地

〃 越 智 康 郎 今治市朝倉上甲２０２１番地２

〃 井 出 保 男 今治市朝倉南甲１５３番地１

〃 菅 茂 樹 今治市朝倉南乙３０番地

〃 白 石 浩 二 今治市朝倉下甲９１７番地２

〃 渡 邉 進 今治市朝倉上甲７９４番地１

〃 武 田 忍 今治市朝倉上甲１５４３番地

〃 越 智 和 男 今治市朝倉上甲３３１番地２

〃 世 良 親 臣 今治市宮ヶ崎甲７９６番地

〃 檜 垣 守 今治市古国分１丁目９番６１号

〃 越 智 駿 郎 今治市登畑甲３７６番地

〃 月 原 正 佳 今治市桜井２丁目５番２３号

〃 曽我部 壽 雄 今治市郷桜井２丁目２番１１号

〃 三 谷 清 今治市長沢甲１０８４番地

監 事 堀 川 光 義 今治市朝倉下甲４７６番地２

〃 越 智 桐 雄 今治市朝倉上甲５９８番地１

〃 世 良 久 俊 今治市宮ヶ崎甲４６番地２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 清 水 俊 光 今治市古谷甲７６１番地

〃 仙 波 悟 今治市朝倉南甲３１２番地

〃 青 野 岩 夫 今治市旦甲１２９番地

〃 越 智 桐 雄 今治市朝倉上甲５９８番地１

〃 越 智 國 忠 今治市朝倉上甲２８１０番地

〃 武 田 定 今治市朝倉上甲２５５５番地

〃 渡 邊 十 二 今治市朝倉南甲３２９番地の２

〃 長 井 三 造 今治市朝倉南乙３８７番地６

〃 南 條 正 則 今治市朝倉下甲１１５８番地

〃 清 水 亘 今治市山口甲１９２番地

〃 山 本 順 一 今治市朝倉下甲７５１番地

〃 渡 邉 進 今治市朝倉上甲７９４番地１

〃 丹 治 滿 今治市朝倉上甲１５００番地１

〃 越 智 和 男 今治市朝倉上甲３３１番地２

〃 秋 山 哲 季 今治市宮ヶ崎甲３６７番地

〃 檜 垣 守 今治市古国分１丁目９番６１号

〃 井 手 盛 人 今治市登畑甲９３番地３

〃 月 原 正 佳 今治市桜井２丁目５番２３号

〃 曽我部 壽 雄 今治市郷桜井２丁目２番１１号

〃 三 谷 清 今治市長沢甲１０８４番地

監 事 石 丸 俊 郎 今治市朝倉上甲１１５７番地

〃 世 良 久 俊 今治市宮ヶ崎甲４６番地２

〃 金 光 國 明 今治市朝倉北甲４５８番地

愛 媛 県 報平成２２年３月１９日 第２１５０号

２２６
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�愛媛県告示第３３２号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり道路の位置を指定した。

平成２２年３月１９日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

�愛媛県告示第３２８号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２２年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３２９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３３０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３３１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１９）第１００６８号 平成１９年
７月１０日 あさひや建設� 村上 広海 今治市伯方町木浦甲４４１

－１
平成２２年
２月９日 管工事業 建設業の廃止

（一部）

（般－１７）第１５７６８号 平成１７年
７月１日 グリーン来嶋 田鍋 美利 今治市玉川町小鴨部甲５７

１－１
平成２２年
２月１５日 造園工事業 建設業の廃止

（特－１９）第４９３９号 平成１９年
１０月１４日 �飯尾建設 飯尾 英友 新居浜市中萩町２－２９ 平成２２年

２月２３日 土木工事業 建設業の廃止

（般－１６）第１３０３０号 平成１７年
３月１１日 �東和 安東 寛和 今治市神宮乙４０１ 平成２２年

２月２４日
造園工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（一部）

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 上猿田三島線 四国中央市富郷町寒川山字ホリコシ乙８２６番９

旧 ６．５～１０．０ ０．０８８

新 １０．０～１５．１ ０．０８４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 上猿田三島線 四国中央市富郷町寒川山字ホリコシ乙８２６番９ 平成２２年３月１９日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 三島川之江港線
四国中央市妻鳥町字庄境３５２番１０から

同町字筆村１６５８番６まで
平成２２年３月２０日

愛 媛 県 報平成２２年３月１９日 第２１５０号

２２７
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１ 指定年月日及び番号

平成２２年３月９日 ２１東四土（道）第８号

２ 道路の位置

四国中央市妻鳥町字岡田２１１０番の一部及び２１１０番地先水路

幅員 ５．００メートル

延長 ３８．００メートル

３ 申請人の住所及び氏名

四国中央市妻鳥町２２０５番地１

妻鳥不動産 石川 多美一

４ 図面省略

�愛媛県告示第３３３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３３４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３３５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３３６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 今治丹原線
今治市延喜字畑井田甲３３８番７から

今治市神宮字吉田甲４１５番６まで
平成２２年３月１９日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４９４号
東温市河之内字猪ノ谷乙１５３５番１から

同市河之内字金屋敷乙１５５９番まで

旧 ５．４～１１．８ ０．１２２

新 ２２．０～３２．０ ０．１２２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３１７号
松山市南持田町２１番２地先から

同町１番７まで
平成２２年３月１９日

〃 〃
松山市湯渡町１１６番４から

同市持田町一丁目１２５番２地先まで
〃

愛 媛 県 報平成２２年３月１９日 第２１５０号

２２８
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公 告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２２年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件 名

愛媛県立特別支援学校学習支援員派遣業務の委託

� 委託業務名及び数量

愛媛県立特別支援学校学習支援員派遣業務一式

� 委託業務の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 委託期間

平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで

� 委託業務の履行場所

仕様書による。

� 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額（１人、１

日当たりの単価）に当該金額の５パーセントに相当する額を加

算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするの

で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者である

か免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１０５分

の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加するものに必要な資格

知事の審査を受け、平成２０・２１・２２年度の製造の請負等に係る

一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の

事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

� 平成２０・２１・２２年度競争入札参加資格審査申請書の様式第３

号競争入札に参加を希望する営業種別に「その他」、営業種目

に「人材派遣」を記載した者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県教育委員会事務局特別支援教育課教育振興係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

�愛媛県告示第３３７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３３８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 美川小田線

上浮穴郡久万高原町大川４２０７番３地先から
同町大川４０１２番地先まで

及 び
上浮穴郡久万高原町大川４２０７番３から
同町大川４１７９番９まで

旧
３．７～９．８

１５．１～５７．１

０．３５４

０．１７０

上浮穴郡久万高原町大川４２０７番３から

同町大川４１７９番９まで
新 １５．１～５７．１ ０．１７０

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 広見三間宇和島線
宇和島市三間町増田２４１番２から

同町増田２４２番２地先まで

旧 ９．１～１２．５ ０．０６４

新 １１．１～１２．７ ０．０６４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 広見三間宇和島線
宇和島市三間町増田２４１番２から

同町増田２４２番２地先まで
平成２２年３月１９日
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公安委員会規則

電話番号 ０８９―９１２―２９６６

� 入札書の受領期限

開札の日時に開札の場所へ持参して提出

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付又は愛媛県ホームページよりダウンロ
ードする。

� 開札の日時及び場所

平成２２年３月２９日（月） 午前１０時３０分

愛媛県庁第一別館１０階 教育委員室

４ その他

� 入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、競争入札参加資格

審査結果通知書（平成２０・２１・２２年度のもの）を平成２２年３月

２６日午後５時までに、上記３�へ提出し、入札参加資格の確認
を受けること。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に求

められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効と

する。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した業務を期間内に確実に履行できると知事が

判断した入札者であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基

づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって

有効な入札を行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the service to be rendered： The

temporary labor supply business to employ a learning support

staff at Ehime prefectural special support school，At ８ special

support schools．A total is４０．

� Time Limit of tender：１０：３０ a．m．２９March ２０１０

� For further information，please contact： Promotion of

Education Section，Special Support Education Division，

Guidance Department，Ehime Prefectural Government Board

of Education，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime

７９０―８５７０ Japan

Tel０８９―９１２―２９６６

�愛媛県公安委員会規則第２号
愛媛県警察組織規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２２年３月１９日

愛媛県公安委員会委員長 � 井 實

愛媛県警察組織規則の一部を改正する規則

愛媛県警察組織規則（平成１７年愛媛県公安委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第７９条関係） 別表（第７９条関係）

警察署名 課名 警察署名 課名

省略 省略

愛媛県今治警察署及び愛媛県松山西警察署 省略 愛媛県松山西警察署 省略

省略 省略

愛媛県四国中央警察署、愛媛県新居浜警察

署、愛媛県西条警察署、愛媛県西条西警察

署 、愛媛県伊予警察署、

愛媛県大洲警察署、愛媛県八幡浜警察署及

び愛媛県宇和島警察署

省略 愛媛県四国中央警察署、愛媛県新居浜警察

署、愛媛県西条警察署、愛媛県西条西警察

署、愛媛県今治警察署、愛媛県伊予警察署、

愛媛県大洲警察署、愛媛県八幡浜警察署及

び愛媛県宇和島警察署

省略

省略 省略

附 則

この規則は、平成２２年３月２５日から施行する。

愛 媛 県 報平成２２年３月１９日 第２１５０号
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選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第１０号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

平成２２年３月１９日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，２０１，３１５

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２４，０２７

� ４０万を超える数に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１

を乗じて得た数とを合算して得た数 ２６６，８８６

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４４，１９３ １４，７３１

南 宇 和 郡 ２１，７４９ ７，２５０

松山市・上浮穴郡 ４２８，０７７ １３８，０１３

今 治 市 ・ 越 智 郡 １４９，６３１ ４９，８７７

宇和島市・北宇和郡 ８６，７１９ ２８，９０７

八幡浜市・西宇和郡 ４３，４３６ １４，４７９

新 居 浜 市 １０２，８７１ ３４，２９１

西 条 市 ９３，７２４ ３１，２４２

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ５６，４３４ １８，８１２

伊 予 市 ３２，６７０ １０，８９０

四 国 中 央 市 ７６，４１５ ２５，４７２

西 予 市 ３７，０００ １２，３３４

東 温 市 ２８，３９６ ９，４６６

平成２２年３月１９日 発行
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